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全国安全週間スローガン



自主的な労働災害防止活動の推進を

令和５年度全国安全週間を迎えて

会員の皆様におかれましては、日頃より当協会の事
業活動・事業運営にご理解とご支援を賜り、厚く御礼
を申し上げます。

まずは、去る５月26日（金）に2023年の定時社員総会
が、2019年以来久しぶりに会員の皆様にもご参加いた
だいての開催となり、昨年度の事業報告及び決算報告、
本年度の事業計画・予算等についてご承認頂きました
ことをご報告いたします。

昨年度もコロナ禍の中、会員皆様のご理解と行政各
位のご指導を賜りながら無事事業を推進することがで
きました。ここに改めて厚く御礼申し上げます。

さて、千葉県の安全成績を見ますと、死亡災害の発
生は、前年より２件上回ったものの過去２番目に少な
い結果になりましたが、労働災害（休業４日以上）は
12,548件と初めて１万件を超え、半数以上は新型コロ
ナウイルス感染者ではありますが増加しております。

こうした状況からも、災害ゼロに向けた継続的な取

一般社団法人茂原労働基準協会の皆様におかれまし
ては、平素より労働基準行政の運営にご理解とご協力
を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今年も７月１日から７日までを本週間、６月
１日から６月30日までを準備期間として、全国安全週
間が始まります。今年のスローガンは「高める意識と
安全行動　築こうみんなのゼロ災職場」です。

令和４年の茂原労働基準監督署管内の労働災害発生
状況は、死亡災害は０件であったものの、休業４日以
上の災害は458件と、令和３年に比べ約1.7倍に増加し
ました。

新型コロナ関連による労働災害が約半数ですが、新
型コロナ関連を除いた場合でも228件と、令和３年と
比較すると12件の増加であり、近年の増加傾向に歯止
めがかからない状況です。新型コロナ関連を除いた内
訳としては転倒災害が約３割と、依然として最も多い
事故の型となっており、これに腰痛災害を合わせると

り組みが求められていると言
えます。当協会といたしまし
ては、本年度の事業実施計画に盛り込んだように、受
講者の安全・衛生面を最優先に、各種技能講習会、説
明会等の種々の活動を通じて、労働安全衛生法並びに
関係法令の周知を図り、各事業所が取り組む施策の一
助となるよう活動して参りたいと存じます。

今年の全国安全週間のスローガンは、「高める意識
と安全行動　築こうみんなのゼロ災職場」です。今年
３月に「第14次労働災害防止計画の概要」が公示され、
自主的な安全衛生対策への取り組みが求められていま
す。

労働災害防止のために、自主的な活動の推進と、職
場での安全に対する意識向上、安全行動に取り組んで
いきましょう。

最後に、会員各社の益々のご繁栄と皆様方のご健勝・
ご活躍を祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

47％を占めます。
今年度は第14次労働災害防

止計画（14次防）の初年度でもあります。14次防にお
いては、転倒や腰痛などの作業行動に起因する労働災
害防止対策を推進すること等を重点事項として、労働
災害の増加傾向に歯止めをかけることを目標としてい
ます。

労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全
に働くことができる職場環境を築くため、労使が一丸
となった取り組みが求められます。

全国安全週間を機に、安全文化の醸成を図り、新た
な14次労働災害防止計画による労働災害防止対策の着
実な推進をお願いいたします。

結びに貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健
勝、無事故無災害を心より祈念しまして挨拶とさせて
いただきます。

（一社）茂原労働基準協会　会長　渋 谷 育 男

茂原労働基準監督署　署長　菊 池 美 香
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協会表彰協会表彰
  慰労品贈呈慰労品贈呈  

去る５月26日（金）16時より、ホテル一宮シーサイドオーツカにおいて、会員17社（委任状を含む総出席者261社）
のもと2023年定時社員総会が開催されました。

新型コロナウイルスの影響で2020年から会員の招集を見送ってまいりましたが、４年ぶりに会員参加による社員
総会となりました。始めに渋谷会長より当協会事業活動に対するご理解、ご協力への謝辞が述べられた後、ご来賓
の茂原労働基準監督署　署長菊池美香様より謝辞と最近の労働情勢についてのご説明をいただきました。

つづいて議案の審議に入り、全議案について出席者全員意義なく承認されました。

議　事

議案第１号　理事並びに監事任期満了に伴う理事並びに監事選任の件
議案第２号　2022年度事業報告及び決算内容報告
議案第３号　2023年度事業計画及び予算報告
議案第４号　労働保険事務組合事務処理規約改訂【４/28理事会決議報告】

2022年度  決 算 報 告 2022年度  貸借対照表単位：円
単位：円

区　　　分 営利事業 非営利事業 合　　計

経
常
収
益

受取会費 正会員会費 0 3,095,640 3,095,640
事業収益 講習会受講料 7,913,455 0 7,913,455

健診委託収入 1,225,603 0 1,225,603
物販販売費 426,536 0 426,536
労働保険委託収入 632,000 0 632,000

雑 収 益 受取利息 0 115 115
雑収益 106,950 0 106,950
労働保険取扱報奨金 972,000 0 972,000

合　　　　　計 11,276,544 3,095,755 14,372,299

経 常 費 用 13,436,277 2,362,518 15,798,795

当期経常増減額 －2,159,733 733,237 －1,426,496

法 人 税 等 70,000 0 70,000

当期一般正味財産増減額 －2,229,733 733,237 －1,496,496

資産の部 現金・預金 5,911,522

未収消費税等 0

保証金 180,000

計 6,091,522

負債の部 源泉預り金 17,221

労働保険預り金 0

未払法人税等 70,000

計 87,221

正味財産合計 6,004,301

負債及び正味財産合計 6,091,522

単位：円 2023年度  代表理事・理事・監事

経
常
収
益

受取会費 正会員会費 3,035,000
事業収益 講習会受講料 8,850,000

健診委託収入 1,300,000
物販販売費 420,000
労働保険委託収入 632,000

雑収益 受取利息 110
雑収益 106,000
労働保険取扱報奨金 970,000

合　　　　　計 15,313,110

経 常 費 用 16,194,000

当期経常増減額 －880,890

役　職　名 氏　名 会　社　名

代表理事（会長） 渋谷　育男 双葉電子工業㈱

理　事（副会長） 三浦　昭宏 Ｋ＆Ｏエナジーグループ㈱

〃 間明田隆裕 三井化学㈱

〃 中村　芳行 ■新 ㈱ジャパンディスプレイ

理　事 中村　和稔 ホテル一宮シーサイドオーツカ

監　事 藏野　　透 神保電器㈱

〃 伊藤　　聡 ㈱藤田製作所

2023年度  収支予算

2023年 定時社員総会2023年 定時社員総会

去る５月26日の社員総会において、同
日付で退任された協会理事と2022年度末
の技能講習講師解任者に対し、長年の協
会ご尽力への感謝のしるしとして渋谷会
長から慰労品が贈呈されました。

氏　　　名 表 彰 理 由

伊 藤 　 光 様 協会理事（４年間）

飯 島 　 進 様 協会理事（４年間）

山 田 　 茂 様 講習講師（４年間）
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実施者の実施事項（抜粋）
１．安全衛生活動の推進
　①安全衛生管理体制の確立　②安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施
　③自主的な安全衛生活動の促進　④リスクアセスメントの実施

２．業種特性に応じた労働災害防止対策
　①小売業、社会福祉施設、飲食店等の第３次産業における労働災害防止対策
　②陸上貨物運送事業における労働災害防止対策　③建設業における労働災害防止対策
　④製造業における労働災害防止対策　⑤林業の労働災害防止対策

３．業種横断的な労働災害防止対策
　①労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
　②高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策
　③交通労働災害防止対策　④熱中症予防対策　
　⑤業務請負等他者に作業を行わせる場合の対策

令和５年度安全週間スローガン

高める意識と安全行動
築こうみんなのゼロ災職場
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令和５年４月１日付の人事
異動により茂原労働基準監督
署の職員が替わりましたので
ご紹介させていただきます。
◎印を付けた職員が転入職員
です。会員の皆様よろしくお
願いいたします。

茂原労働基準監督署　人事異動情報茂原労働基準監督署　人事異動情報

署 長 　菊 池 美 香
監 督 課 長 ◎和　田　武　馬 千葉労働局雇用環境・均等室より転入

安全衛生課長 ◎中　山　　　昂 船橋労働基準監督署より転入

労 災 課 長 ◎加　藤　英　樹 木更津労働基準監督署より転入

労働基準監督官 ◎辻　岡　康太朗 北海道局より転入

労災課 一般職員 　川　名　優　香
労働基準監督官（再任用） 　髙　安　俊　行

茂原労働基準監督署　　用務案内 電話：0475－22－4551

監督課
　◦適用事業報告・就業規則届受付
　◦労働時間に関する各種届受付
　◦賃金・労働時間・解雇等労働条件関係各種相談
総合労働相談コーナー
　◦労働問題全般に関する相談
　◦都道府県労働局長による助言・指導
　◦紛争調整委員によるあっせん受付

　安全衛生課
　　◦労働者死傷病報告受付
　　◦各種健康診断報告受付
　　◦設置届及び特定機械等の検査
　　◦安全衛生関係各種相談
　労災課
　　◦労働保険適用関係（年度更新 6/1 ～ 7/10）
　　◦労災保険給付に関する各種請求受付及び相談

転入職員の自己紹介

愛媛局、岩手局での勤務を経
て、７年前に故郷の千葉に帰っ
てきました。千葉での７年間は
監督課の業務から離れていたこ

ともあり、現在、空白を埋めるべく奮闘しています。
釣りが趣味であるため、長生夷隅エリアにも何度
か調査に来たことはあるのですが、なかなかポイン
トもわからず良い思いは出来ていません。何かしら
有益な情報を掴みたいです。

入職して20うん年が経過し、
初めて課長となります。茂原署
は10数年ぶり２度目になりま
すが、署内は以前に勤務した時

とほとんど変わっていなくて、いい意味で驚きまし
た。
労災業務はこの10年の間に色々と変わっており、
業務量は増えるばかりですが、迅速な処理を心掛け
たいと思います。

船橋労働基準監督署第２方面
から異動してきました。京都局、
岩手局での勤務を経て、数年前
から千葉労働局でお世話になっ

ております。
茂原署の勤務は初めてであるため、地名が正しく
読めず、思わぬ勘違いで移動時間の見積もりを間違
え、あたふたしたりしています。今年度、よろしく
お願い致します。

北海道労働局から異動とな
り、今年度は、この茂原労働基
準監督署にて監督業務に携わら
せていただきます、辻岡と申し

ます。
慣れない土地での勤務になりますが、仕事・プラ
イベートを通じて管内の見聞を広めていきたいと思
います。
よろしくお願いします。

監督課長

和田　武馬

労災課長

加藤　英樹

安全衛生課長

中山　昂

労働基準監督官

辻󠄀岡 康太朗
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2023年度 各種講習会・説明会のお知らせ（7月以降）

　当協会では、本年10月１日施行の「インボイス制度」に対応し、「適格請求書発行事業者」の登録を
完了しております。当協会へお支払いいただく下記費用につきまして、請求書の発行を希望される事
業所様には、「インボイス制度に対応した請求書」を発行いたしますので、必要に応じ協会事務局宛に
ご連絡ください。

　１．講習等の受講料
　２．各種説明会(全国安全週間説明会等)の配布テキスト代
　３．安全衛生物品販売（ポスター、図書、検査済標章等）の代金

補足：インボイス制度に定められた必要事項が記載された請求書は、仕入税額控除が可能となります。

茂原労働基準協会でのインボイス制度への対応について

協会だより協会だより

各講習・教育を次のとおり予定しております。開講の概ね２カ月前に募集を開始しますので、皆様の受講をよろしく
お願いいたします。尚、ご応募の際は協会事務局宛に事前確認をお願いいたします。　
●印は労働局登録技能講習を示す。

月 日・曜日 時間 講習内容 人員

7 25㈫－26㈬ 9：00～16：10
(26日12:30迄)

安全管理者選任時教育
＠シーサイドオーツカ 30

8 22㈫－23㈬ 9：00～17：00 職長等監督者安全衛生教育①＠シーサイドオーツカ 30

9

４月 14：30～16：00 全国衛生週間説明会 50

７㈭－８㈮ 9：00～17：10 ●玉掛け技能講習【学科】 60

９㈯、10㈰ 7：00～18：00 　　　　〃　　 　【実技】１日（土・日を選定） 30/回

26㈫、27㈬ 9：00～17：00 危険予知訓練実践講習　２回 30/回

10 ３㈫－４㈬ 9：00～16：20 ●有機溶剤作業主任者② 60

11

６月（10㈮へ変更調整中） 8：45～18：30 クレーン運転業務特別教育【学科】 55

11㈯ 8：00～17：30 　　　　　　〃　　　 　　【実技】午前／午後を選定 28/回

22㈬ 9：00～17：15 ●フォークリフト運転技能講習【学　科】 60

24㈮－25㈯－26㈰ 7：00～18：00 　　　　　　　〃　　　　　 　【実技①】11月/12月を選定 30/回

12

１㈮－２㈯－３㈰ 7：00～18：00 　　　　　　　〃　　　　　 　【実技②】 30/回

８㈮ 10：00～15：30 粉じん作業特別教育 50

15㈮ 14：30～16：00 労務管理講習会 50

1 30㈫－31㈬ 9：00～17：00 職長等監督者安全衛生教育② 30
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働く元気は、バランスの良い食事から！

健診は毎年受けましょう‼

長生保健所からの

お知らせ

夷隅保健所からの

お知らせ

◦　　長生・夷隅健康福祉センター情報　　◦

　バランスの良い食事は、元気に働くことや生活習慣病の予防に大切です。
食事は、「主食」「主菜」「副菜」を揃えると栄養バランスがとれ、さらに牛乳・
乳製品と果物を１日１回食べると、より不足しがちな栄養が補えます。
　グー・パー食生活とは、千葉県でおすすめしている、おかず１食分の
おおよその望ましい量を知るための考え方です。

「グー・パー食生活」を
紹介する動画が、YouTube

「千葉県公式ＰＲチャンネル」
で配信されてい
ます。
ぜひご覧くださ
い！

□ 朝・昼・夕
 　規則正しく食べる
□ 食事は腹八分目まで
□ 寝る直前には食べない
□ ゆっくり
　 よく噛んで食べる
□ 間食は控えめに
□ 甘い飲み物の
 　飲みすぎに注意

働く人の
食生活POINT!

健診の案内は、加入している医療保険者から通知されます。
40～74歳の方は特定健診、75歳以上の方は後期高齢者健診の対象です。

生活習慣病は、ほとんど自覚症状がないまま進行します。
放置してしまうと…
　▶病気の治療に時間がかかる
　▶多くの医療費がかかってしまう
　▶病気によっては、深刻な障害が残ることや、命にかかわることも
ご自身の健康状態を確認するために、毎年健診を受けることが大切です。

　忙しくて時間に余裕がなかったり、気になる症状はない
からと、後回しにしていませんか？
　そんな方こそ忘れずに健診を受けましょう！

高血圧や糖尿病等で治療を受けている方も、
他の健康状態を確認しましょう。

長生保健所地域・職域連携推進協議会では、糖尿病重症化予防に取り組んでいます。
糖尿病予防のため、「本当は怖い糖尿病」のチラシを同封しました。ご一読をお願いします。

グー・パーはおかずのおおよそのめやすです
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協会掲示板協会掲示板

ハイビスカスはアオイ科の非耐寒性常緑低
木で、世界の熱帯～亜熱帯地方で広く栽培され、
暖かい地域では庭木としても利用されています。
５月～10月頃に華やかな花が咲き、花色は赤、
黄、白、ピンクなどバリエーションも豊富です。
咲いたらその日のうちに枯れるという性質を持
つ「一日花」と呼ばれ、ひとつひとつの花の寿
命は1日ですが、次々とつぼみをつけて新しい
花を咲かせ続けます。

赤いハイビスカスの花言葉は「勇敢」。由来は、
次々と新しい花をつけることや、暑さや酷い雨
にも負けない姿から、つけられたようです。

表紙の写真 ハイビスカス

５月８日に新型コロナウイルス感染症が５類感染
症に移行し、マスクを着用する場面はまだ多くみら
れるものの、観光地の賑わいやイベント開催をはじ
め、コロナ禍前の日常生活にかなり近づいてきてい
ると実感します。

４年ぶりの茂原七夕まつりもまもなく開催されま
す。「七夕飾り」や「もばら阿波おどり」、「YOSAKOI
夏の陣2023」などが予定されており、本誌が発行さ
れる頃は、イベントの準備や踊りの練習など、いよ
いよ本番に向けて忙しくなる頃ではないでしょう
か？梅雨が明けた夏の太陽のもと、以前のように
人々が行き交う活気あるまつりの風景が戻ってくる
ことを期待したいと思います。　　　　　　　（A.M）

当協会は、「労働保険の事務や保険料の
計算を会社や個人事業主の方にかわって行
う厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事
務組合」の業務委託を取扱っております。

金融・保険・不動産・小売業にあっては、50人
以下の事業主と
なります。卸売の事業・サービス業にあっては、100人

その他の事業にあっては、300人

委託をご希望なされる事業主様（一人親方は除く）は、当協会までご連絡をお願いいたします。

委託できる事業主は…

労働保険事務組合の業務紹介

労働保険事務組合「事務委託料」改訂のお知らせ
　今般、2017年４月に制定した当協会の「事務委託料」について、近隣労働基準協

会のご協力により各協会での運用基準等を調査・整理し改訂提案書にまとめ、去る

４月28日の第１回理事会並びに５月26日の定時社員総会にて審議いただきました。

その結果、増額改訂のご承認をいただきましたので事前に通知いたします。

　具体的には、近隣協会での事務委託料水準と現下の事業収支状況を鑑み、現行 

年額８千円を2024年４月１日から年額１万３千円に改訂し、当協会収支改善の 

一助とするものです。

　事務組合会員事業所様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

編集後記
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